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ひょうご農林水産ビジョン２０３０施策体系表における位置づけ 

 

 
【めざす姿】     【基本方向】               【推 進 項 目】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

１ スマート化による新しい農林水産業の実現 

２ 多様性と都市近郊の立地を活かした力強い 

農業の展開 

３ 需要に応じた高品質な畜産物の生産力の強化 

４ 木材利用の拡大と資源循環型林業の推進 

５ 豊かな海と持続的な水産業の実現 

６ 農林水産物のブランド力強化と生産者所得 

の向上 

７ 食の安全を支える生産体制の確保 

８ 特色を活かした活力ある地域づくりの推進 

９ 農山漁村の防災・減災対策の推進 

10  豊かな森づくりの推進 

【基本方向１】 

基幹産業として

持続的に発展す

る農林水産業の

展開 

 

 

11 食と「農」に親しむ楽農生活の推進 

12 「農」と多様な分野との連携強化 

13 県民への農林水産物の安定供給と県産県消

の推進 

御
食
国
ひ
ょ
う
ご 
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和
の
挑
戦 

 

～
都
市
近
郊
の
立
地
を
活
か
し
た
農
林
水
産
業
の
基
幹
産
業
化
と
五
国
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展
～ 

【基本方向２】 

県民が安心して

暮らせる活力あ

る地域の創出 

【基本方向３】 

「農」の恵みに

よる健康で豊か

な暮らしの充実 

※        は、本資料に掲載している施策項目 
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※1 1～3の兵庫県はR3.3時点,他府県はH29.3時点、4はR2.12時点、5,8,9はR4.3時点、6,7,10はR3.3時点。 

※2 保安林を除く森林法に基づく事前の届出面積等であり、森林管理100％作戦の実績面積とは異なる。 

※3 未利用材を燃料とする発電規模5,000kw以上。   

 

 

 
 

項   目 
兵庫県 

(※1) 

順位 京都府 
(※1) 

奈良県 
(※1) 

和歌山県 
(※1) 全国 近畿 

1 民有林面積(ha) 529,857 8 1 335,309 269,719 343,866 

2 国有林面積(ha) 30,320 29 1 6,991 13,983 17,462 

3 人工林率(%) 42 33 5 38 62 61 

4 林業産出額(千万円) 322 33 2 232 230 385 

5 素材生産量(燃料用除く) (千 m3) 301 24 1 159 125 206 

6 再造林面積(ha) 103 33 3 126 54 245 

  うち機構造林、広葉樹除く 19 43 4 52 8 153 

7 間伐面積(ha)※2 2,798 7 1 939 1,807 2,255 

8 森林環境譲与税額（県配分額）（百万円） 189 5 1 113 122 145 

9 木質バイオマス発電所数(箇所)※3 5 ― 1 1 1 1 

10 高性能林業機械保有台数(台) 179 23 1 94 79 153 

Ⅰ 兵庫県の森林・林業のすがた 

高性能林業機械を駆使した 

原木生産（多可町） 

未利用材の有効活用を図る 

バイオマス発電所（赤穂市） 

原木の流通拠点・原木市場

（朝来市） 

近畿最大の製材工場 

（兵庫木材センター、宍粟市） 

駅舎の内装木質化 

（三木市） 

県産木材を利用した 

木造住宅（丹波市） 

軒天を木質化した区役所 

 (神戸市） 

■針葉樹 
■広葉樹 
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林業経営体による効率的かつ安定的な原木生産体制の構築に向け、施業集約化を進める

とともに、林内路網の整備、高性能林業機械の導入支援等による基盤整備を推進している。 

 

１ 森林の適正な整備の推進 

(1) 現状と課題 

ア 森林の現況  

本県の森林面積は約 559 千 ha(全国第 14 位)で、森林率（森林面積／県土面積×

100）は約 67％（全国と同程度）である。 

民有林の人工林面積は約 221 千 ha、人工林率は 42％（全国 46％）で、このうち

伐採して利用が可能とされる 46 年生以上の森林が 78％を占めている。 

また、人工林の蓄積(立木の材積)は 86,556 千㎥で、年間 1,042 千㎥増加しており、

森林資源の充実が進んでいる。 

その一方、民有林の約半数を占める個人所有の森林は小規模であることから、施

業の集約による効率化が必要である。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   イ 森林整備の実施状況 

持続可能な林業経営の確立や森林の多面的機能の高度発揮を図るため、スギ・ヒ

ノキ人工林の間伐に加え、本格的な利用期を迎えた人工林における主伐や、その後の

適切な再造林などの森林整備を一層進める必要がある。 

 

 

 

 

Ⅱ 林業の収益性向上（川上での取組） 

● 人工林の林齢別の面積（令和 3年 3月末現在） 

面積合計 221,531 ha 

● 森林整備の実績（公共造林事業等補助事業の実績）           （単位：ha） 

区  分 H29 H30 R 元 R2 R3 備 考 

人 工 造 林 10 17 33 15 33 苗木の植栽 

保育(人工林) 2,940 3,323 3,188 2,815 2,840 間伐、枝打、下刈 等 

 

（資料：林務課調べ） ※林齢を５年の幅に区切ったもの。1 年生から 5
年生までを 1 齢級、6 年生から 10 年生までを 2
齢級として表示する。 

(単位：齢級※) 

（資料：林務課調べ） 

● 民有林の樹種別面積 

（令和 3年 3月末現在、単位：ha） 
46 年生以上 173,874ha 
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(2) 森林整備の推進方策 

林木の成長が良好で地形や地質等の条件が良い箇所では、成熟した人工林資源を伐

採・利用し、再造林を行う資源循環型林業を展開する。 

それ以外の条件等が悪い箇所では、森林経営管理法に基づき市町が森林環境譲与税

を活用し､間伐など適正な管理を進める。 

ア 多面的機能の高度発揮を目指す森林整備の推進 

(ｱ) 主伐・再造林の低コスト普及モデルの構築 

主伐による持続的な原木供給と、その後の再造林や      

保育を実行するには、収益性の改善が必要である。 

このため、低コスト普及モデルの構築に向け、「資   

源循環林造成パイロット事業※」を展開し、施業にか    

かるコスト等のデータ収集と分析を進めている。 

収益性の高い施業地では、共通する条件として、①

ha あたり搬出材積 500 ㎥以上、②林内運搬距離（土

場まで）700ｍ以下などが明らかになってきた。 

また、再造林に必要な苗木の安定供給に向け、従来の苗木に比べ成長量が 1.5

倍以上、花粉発生量が 50％以下の特性を備えた次世代苗木の養成に着手してい

る。 

 

● 主伐・再造林面積               

現状(R3) 目標(R7) 目標(R12) 

33ha 50ha 120ha 

 

 

 

 
 

 

 

 

(ｲ) 搬出（利用）間伐の推進 

利用期に達したスギ・ヒノキ人工林について、木材需要の増大に対応するため、

搬出（利用)間伐を推進している。 

 

 

【主伐・再造林推進協議会の取組】 

宍粟市や養父市など、令和元年度から県下 18 地区 

60ha で実施した主伐・再造林地における、生産性や経 

費に影響する因子などの施業コストデータ分析を行い、 

森林組合や種苗組合、国、県等で構成する協議会で情 

報共有を図るなど、低コスト化に取り組んでいる。 
主伐・再造林推進協議会 

主伐・再造林施業地 

（宍粟市） 

● 搬出（利用)間伐の実績                （単位：ha） 

項 目 H29 H30 R元 R2 R3 

面 積 1,505 1,443 1,980 1,733 1,755 

 

※県と兵庫県森林組合連合会が、造林事業による補助残額に上乗せ補助し、森林所有者負担を約 1/3 に
軽減する事業。 
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 (ｳ) 分収造林事業による森林整備 

(公社)ひょうご農林機構の分収造林事業地 2 万 ha については、農林機構が森

林所有者に代わって間伐等の保育を継続して実施することで、森林の多面的機能

の高度発揮に重要な役割を担っている。 

今後も引き続き、これら森林の適正管理を進めるため、令和４年８月に外部有

識者等で構成する「分収造林事業のあり方検討委員会」を県に設置し、事業の長

期収支や県財政負担への影響分析等を行いながら、今後の事業の実施方針等を検

討している。 

 

イ 計画的な森林整備の推進（森林に関する情報の整備） 

森林所有者や資源量等の情報を集積し、情報共有する「森林クラウドシステム」を

令和３年度に運用開始し、市町が森林環境譲与税を活用した奥地等の森林整備の検討

等に活用している。 

また、航空レーザ計測等先進技術の活用により森林資源情報の精度向上を図り、人工

林の適正な整備を推進する。 

【人工林のゾーニング】  

森林の有する多面的機能を高度に発揮するため、森林の林地生

産力や林道からの距離により、積極的に木材を活用する「木材生

産林」と、公益的機能を重視する「環境保全林」へゾーニングし、

林業経営体による効率的な森林管理を進める。 

＜活用例＞「市町村森林整備計画」の見直し、森林環境譲与税を活用した間伐対象地抽出、 

森林経営管理法に基づく意向調査対象地抽出 

 

ウ 森林環境譲与税を活用した森林整備等の推進 

森林環境譲与税は、パリ協定の枠組のもと、温室効果ガス削減目標の達成や災害

防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設

され、令和元年度から県・市町に譲与税が配分されている。 
譲与税は、山間部の市町では奥地等の間伐等に活用し、森林の少ない都市部の市

町では木材利用等に活用されている。 
県配分の譲与税は、森林行政に係る専門部署が設置されていない市町が多いこと

から、総合的な支援窓口として「ひょうご森づくりサポートセンター」を設置し、

市町による間伐等の取組支援や木材利用促進のための専門家派遣等に充当している。 

● 森林環境譲与税の配分額（R４年度以降は県試算） 

基礎数値（私有林人工林面積50%、林業就業者数20%、人口30%）を元に配分     （百万円／年） 
 
 
 

ゾーニング図 
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【ひょうご森づくりサポートセンターの取組】 

森林整備支援として、令和３年度はコロナ感染防

止のためオンラインも活用し、①間伐計画や設計書

作成の相談対応（29 市町 54 回）や、②令和４年度

の譲与額の増額に向け、但馬地域において市町と林

業事業体との意見交換会を開催した。 

また、木造・木質化支援として、相談対応（13 市町 

49 回）のほか、木造建築（設計、防耐火、木材調達等）に精通している建築士等

を派遣（4市町 10 回）した。 

これらの支援により、各市町が間伐等の新規事業に取り組み、令和３年度末まで

に配分された譲与税の全国市町の平均活用率が約５割に留まるのに対し、県内市町

は約７割となった。 

 

エ Ｊクレジット制度（森林クレジット）の取組支援 

脱炭素社会に向けた CO2 排出削減・吸収の取組が活性化する中、新たな森林の価

値として、森林所有者が行う間伐などの適正な森林管理による CO2 吸収量をクレジ

ットとして国が認証し売買できる「Ｊクレジット制度」を活用していく必要がある。 
このため、令和４年度からＪクレジット制度活用の拡大に向けた支援を行ってお

り、まず大規模な森林（人工林 100ha 以上）を所有する市町に取組を促し、その効

果を大規模森林所有者へと波及させ、適正な森林整備によるＪクレジット制度の取

組拡大、さらなる森林整備という好循環の取組を推進している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換会の開催（但馬地域） 
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(ｱ) Ｊクレジット制度の普及啓発 

クレジット発行・売買の手続きが複雑か

つ収支が不透明なことから、①制度説明に

加えて収益性を提示し制度活用を働きかけ、

②取組に関心を示した市町に対して、クレ

ジット発行対象森林の選定や、CO2吸収量の

算定支援を行っている。 
 

 
(ｲ) クレジット発行に向けた資料作成支援 

クレジット申請時の作業負担となる CO2吸 
収量算定について、県が所有する航空レーザ    
測量※データを活用し資料作成を支援するこ 
とで、クレジット発行コストの低減を図って 
いる。 

 
 
 

● 県下のＪクレジット取組状況（令和４年７月現在） 

吸収量算定に必要な樹高ﾃﾞｰﾀ 

※セスナ等の航空機からレーザを照射し、地表や立木を 

計測する方法。 

 樹高分布図 
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２ 原木生産の低コスト化と安定供給 

(1) 現状と課題 

ア 原木価格の状況  

平成 27 年度以降、スギ中丸太 11～12 千円/㎥、ヒノキ中丸太 15～17 千円/㎥と横

ばいで推移してきたが、令和２年度は、コロナ禍による住宅需要の減少等により同

10 千円/㎥、14 千円/㎥に低下するも、令和３年度は、アメリカ等の木材需要の高ま

りや海上物流の混乱等（第３次ウッドショック）に起因する国産材への代替需要の

高まりにより、一転して同 14 千円/㎥、25 千円/㎥まで高騰した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 原木生産の状況 

平成22年以降、①(協)兵庫木材センターの本格稼働、②県外大手合板工場の国産材

利用への転換、③県内５箇所での大型木質バイオマス発電所稼働等により、原木生産

量は増加傾向にあり、令和３年は燃料用材226千㎥も含めると527千㎥まで増加した。  

今後は、これらの原木需要に対応していくため、施業の集約化や路網整備、機械

化の促進等により、原木生産コストの低減と安定供給体制の整備を図る必要がある。 

● 県内原木生産量の推移 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

11,700
11,000 11,900

11,90011,700 10,300
14,300 17,800

18,500
13,800 14,200

16,40015,600 
16,40017,00016,000

14,100

25,200 26,000 23,500
17,300

16,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

27 28 29 30 R1 2 3 4.1 4.4 4.7 4.10

円

スギ中丸太

ヒノキ中丸太

（スギ） 

（ヒノキ） 

（資料：農林水産省調べ(～H18)、林務課調べ）（H19～） 

● 県内原木価格の推移（１m3当たり）※中丸太：直径 18～28cm,長さ 4ｍ 

● 県内年間素材生産量 
現状(R3) 目標(R7) 目標(R12) 

527 千㎥ 527 千㎥ 623 千㎥ 

 

（資料：木材統計（農林水産省調べ）及び、兵庫県調べ） 

∥ ∥ ∥ ∥ ∥ 

316 
361 

426 
468 469 

443 

489 
527 

316 
361 

468 469 
443 

489 

年.月 

月次 
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集積作業土場での積込作業  

（宍粟市） 

 

(2) 低コストかつ安定的な原木生産体制の整備 

原木の生産性を向上させるため、伐採利用が可能な森林を一定規模で集約化し、路

網整備と機械化を促進して、低コストかつ安定的な原木生産体制の整備を推進する。 

ア 林内路網の整備 

「第 3期ひょうご林内路網 1,000km 整備プラン」（計

画期間：令和元～５年度）に基づき、林道と作業道を

組み合わせて、集約化された団地の路網密度が

100m/ha となるよう集中的な路網整備を推進している。 

また、路網整備が困難な急傾斜地では、架線集材を

活用するとともに、集積作業土場の造成など、地域の

条件に応じた整備を推進する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 「第３期ひょうご林内路網 1,000km 整備プラン」の計画・実績       （単位：km） 

区 分 
旧プラン 

（H18～H30） 

新プラン(R1～R5) 

R1 R2 R3 R4 R5 R1～R5 

計画 

[実績] 
1,469  

[2,113] 

200 

[308] 

200 

[276] 

200 

[299] 

200 

 

200 

 

1,000  

 

 

森林経営計画区域

委 

路網
区分

種類 対象車両
林道
区分

森林の
利用区域

延長 開設主体 管理主体

森林基幹道 1,000ha以上 7㎞以上 県 県
500ha以上 1㎞以上 県（代行） 市町
500ha未満
200ha以上

1㎞以上 市町 市町

木材輸送用
大型トラック

林業専用道
200ha未満
50ha以上

800ｍ以上 県（代行） 市町

木材輸送用
大型トラック

路網拠点林道 ―
500ｍ未満
200ｍ以上

県 県・市町

作業道 ―
小型トラック
林内作業車

― 森林所有者等 森林所有者等

林道
支線

幹線
一般車
大型トラック 森林管理道
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(ｱ) 林道整備の実施状況 

林内路網の骨格となる森林基幹道は「須留ヶ
す る が

峰
みね

線」と

「千ヶ峰
せんがみね

・三国
み く に

岳
だけ

線」の２路線の開設工事を実施しており、

森林管理道は平成 30 年度に「前地・カンカケ線」が完成し、

12 路線 137km の全線が完成している。 

また、主に森林施業に利用する林業専用道は、「能栖
の す

線」、

「大畑
おおはた

越知
お ち

線」の２路線の開設工事を実施している。 

● 林道の整備状況（令和３年度事業完了後） 

(ｲ) 路網拠点の整備 

林道から森林への進入が困難な箇所を解消するため、接続する支線林道、及び 

高性能林業機械等が効率的に作業できる作業用地の整備を推進している。 

 

(ｳ) 林道施設の長寿命化対策 

老朽化の進行が懸念される重要構造物（橋梁、トンネル）について、平成 28 年

度の点検診断を踏まえ個別施設計画(H29～R3)を策定し、補修の必要な 13 橋梁と

１トンネルの老朽化対策を令和３年度まで実施した。 

今後も個別施設計画(R4～R8)に基づき、林道施設の長寿命化を計画的に進める。 

 

イ 高性能林業機械等の導入促進 

立木の伐倒、集材、造材、運材等の複数の工程を一貫して行う高性能林業機械につ

いて、補助事業の活用等により積極的な導入を進めている。 

（令和３年度末時点：154台） 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
路線数 延 長（km） 

計画 うち完成 計画 うち供用 進捗 

森林基幹道 10 8 263 237 90% 

森林管理道 12 12 137 137 100% 

林業専用道 3 1 9 3 33% 

フォワーダ 
【積込・運材作業車両】 

搭載したグラップルクレー

ンで、玉切りした丸太を荷

台に積み、作業道上を運

ぶ自走式機械（28 台） 

スイングヤーダ 
【簡易な移動式架線集材機】 

建設用ﾍﾞー ｽﾏｼﾝに集材用ｳｨ

ﾝﾁを搭載し、ｱｰﾑを支柱に

してﾜｲﾔｰを伸ばし集材する

自走式機械（17 台） 

プロセッサ 
【造材・集積作業機械】 

集材された木材の造材

（枝払い・測尺・玉切り）と

集積を一貫して行う自走

式機械（49 台） 

ハーベスタ 
【伐倒・造材・集積作業機械】 

立木の伐倒、造材（枝払

い・測尺・玉切り）と集積を

一貫して行う自走式機械

（22 台） 

作業用地 

須留ヶ
す る が

峰
みね

線(養父市) 
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３ 林業の担い手の確保と育成 

(1) 現状と課題 

ア 森林組合等林業経営体の現状  

森林所有者の協同組織である森林組合は県内に 17 組合あり、事業区域として県内

森林面積の 65％をカバーするとともに、林業就業者の 42％、315 人を雇用するなど、

森林整備を担う中心的な団体である。 

また、県西部を中心に、原木生産等を請け負う民間経営体が 98 社（令和 3年度末）

あり、そのうち 23 社が「意欲と能力のある林業経営体※」に認定されるなど、地域

林業の一翼を担っている。 

今後は、木材需要の増加に対応できるよう、旧町区域を事業区域とする経営基盤

の脆弱な森林組合は広域合併等により体制強化を図るとともに、林業経営体全体の

原木生産能力等の向上を図る必要がある。 

※森林経営管理法に基づき、低コストな施業に加え、適切な経理処理等が実行可能と、都道府県知事が認め
公表する林業経営体。 

● 意欲と能力のある林業経営体数（累計）       

現状(R3) 目標(R7) 目標(R12) 

37 経営体 34 経営体 38 経営体 

イ 林業就業者の現状  

県内林業就業者は、社会保障制度の充実、

機械化による労働環境の改善などにより、新

規就業者の確保が進みつつある。 
令和３年度末の就業者数は 750 人と、平成

12 年度の 1,485 人から半減するものの、60

歳未満の人数は維持している。 

今後は、人口減少化社会を迎え、産業間の

人材獲得競争等も予想されることから、長期

的な林業従事への定着に向け、新規就業者の

確保・育成の取組を強化する必要がある。 
 

(2) 林業経営体等担い手の育成強化 

ア 林業経営体の育成強化 

(ｱ) 林業経営体の経営基盤の強化 

経営者に対する企画立案能力やコンプライアンスの向上を目的とした研修会の

開催に加え、小規模な森林組合に対して常勤役員の設置や広域合併に向けた指導

等により、経営基盤の強化を図っている。 

● 林業就業者数と 60歳未満の割合の推移 

（資料：兵庫県林業統計書） 



14 
 

森林資源３次元計測システム活用研修 

（宍粟市） 

素材生産総合実習 

（神河町） 

(ｲ) 林業経営体の収益性の向上 

森林施業プランナー※の施業提案力の向上や、

現場技能者の伐採・路網開設等の技能向上を目

的とした研修会の開催等により、業務の効率化

を進め、収益性の向上を図っている。 

● 森林施業プランナー育成数（累計）    

現状(R3) 目標(R7) 目標(R12) 

54 人 59 人 64 人 

※一定区域内の複数の森林所有者に対し、丸太の売上予測や費用等の収支を示しながら間伐等の森林 
施業の実施を働きかけ、施業の集約化を進める者。 

イ 現場技能者等人材の確保・育成 

 (ｱ) 就業ガイダンス等による新規就業者の確保 

森林林業分野への就業希望者の確保に向け、林業労働力確保支援センター※（(公

財)兵庫県営林緑化労働基金）等と連携して、高校生等向けの林業体験会の開催や

就業ガイダンスでの若者就業相談、林業経営体とのマッチングを行っている。 

※「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、都道府県知事が指定する公益法人。 
研修や無利子資金の貸付等により、経営体の労働環境の改善を支援するとともに、林業経営体に就職
を希望する方への求人情報の提供や就職相談を実施。 

● 林業の新規就業者数          

現状(R3) 目標(R7) 目標(R12) 

62 人 30 人 30 人 

   (ｲ) 県立森林大学校での教育を通した人材の確保・育成 

平成29年４月、宍粟市に開校した専修学校「県

立森林大学校」では、次代を担う即戦力となる

人材の養成や幅広く森林に関わる人材を育成し

ている。 

森林生態、森林技術、森林環境教育等に係る

座学に加え、高性能林業機械による伐採搬出等

の 1,000 時間を超える実習を行うなど、22 種類の

専門資格が取得可能なカリキュラムを組んでいる。 

（令和４年４月時点：１年生 17 人、２年生 12 人の計 29 人が在学） 

(ｳ) OJT 研修によるキャリアアップ 

若手林業就業者のキャリアップを図るため、緑の雇用事業※により、兵庫県森林

組合連合会が安全管理研修等を行うとともに、林業経営体のベテラン現場技能者

が講師となり、習得レベルに応じた現地研修をきめ細やかに実施している。 

※集合研修の開催経費や林業経営体が負担する人件費や安全具の購入費等を国が支援する制度。 



15 
 

伐倒方向確認指導（たつの市） 

【県立森林大学校の卒業生の進路】 

平成 29 年４月の開校以降、１～４期の卒業生 60 名のうち、53 名が森林・林業分野

への就職、進学をしており、現場の即戦力として活躍している。    

区 分 計 
森林林業分野 

その他 森林

組合 
林業 木材 造園 

森林 

調査等 

公務

員等 
進学 

１期生(H30卒) 14 14 5 2 3 1 1 1 1 0 
２期生(R１卒) 19 19 3 5 5 2 0 4 0 0 
３期生(R２卒) 17 12 4 1 1 1 2 3 0 5 
４期生(R３卒) 10 8 1 1 2 0 0 3 1 2 

計 60 53 13 9 11 4 3 11 2 7 

【インターンシップの実施】 

卒業後の林業や木材産業への就業を学生自らが考え 

る機会となるよう、１年生を対象に大学校近隣において、

林業経営体、製材所等でのインターンシップを実施して

いる。（令和４年度 11 事業所） 

 

４ 森林・林業の普及活動 
(1) 普及指導活動の体制と展開方向 

農林（水産）振興事務所等に林業普及指導員(計 43 名)を配置し、森林所有者や森

林組合等林業経営体に対して、地域の実情に応じた森林経営計画の作成や森林整備の

促進、獣害対策など林業に関する技術及び知識の普及活動を行っている。 

(2) 重要課題等への取組強化 

ア 主伐・再造林推進のための取組 

主伐による原木の安定供給と主伐後の低コストかつ確実な再造林を推進するた

め、林業普及指導員が中心となって「主伐・再造林推進プロジェクトチーム」を組

織し、コスト分析、再造林手法や獣害対策について検討と検証を行っている。 
イ 県産木材利用促進のための取組 

森林林業技術センターの研究により得られた Tajima TAPOS※等の技術的知見につ

いて、工務店等への活用促進に向けた普及啓発を行っている。 

※森林林業技術センターが開発した、スギ横架材の接合部の強度を高める加工技術。 

 【主伐・再造林の効率化技術の習得に向けた取組】 

高性能林業機械やコンテナ苗などを活用した新たな主伐・再造林については、実

施現場・経験者ともに少ないため、低コスト化や確実な再造林に向け調査・検討を

進めている。その中で、指導員が最 
新の知見を取り入れたコスト分析研 
修（座学・現地）や事業体との意見 
交換を通じて、技術及び知識を習得 
することで、普及技術の向上に取り 
組んでいる。 

コスト分析研修 

 

低コスト主伐・再造林に向けた 

事業体との意見交換 
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平成 29 年６月に議員提案により制定された「兵庫県県産木材の利用促進に関する条例」

に基づく「指針」を策定し、川上から川下までの関係者の連携、協働により、「建築用と燃

料用の２本柱」で、余すところなく県産木材の一層の利用拡大に取り組んでいる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県産木材の利用促進（川下での取組） 

(1) 現状と課題 

本県の木材需要の多くを占める木造住宅着工戸数は、今後は、人口減少に伴い減少が

予測されることから、中高層建築物や防火地域における非住宅等の木造・木質化による

新たな県産木材の需要拡大が必要である。 

また、FIT 制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)を活用している大規模木質

バイオマス発電所が５ヵ所あり、大きな需要が生まれていることから燃料用材の安定供

給が課題となっている。 

(2) 建築用材の利用促進 

令和３年 10 月に施行した「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における

木材の利用の促進に関する法律」により、公共施設はもとより建築物全般の木造・木質

化を推進し建築用材の利用促進を一層推進する。 

ア 非住宅における木造・木質化の推進  

(ｱ) 公共施設の木造・木質化 

県や市町等の公共施設の木造化を進めているが、法令

の規制等で木造化できない施設は、木質化に取り組んで

いる。 
このため、県では、市町への木造・木質化支援等の  

総合的窓口として設置した「ひょうご森づくりサポート

センター」から、木材調達や防耐火等に係る専門家 

（建築士等）を派遣するなど相談対応を行っている。（令和３年度：59件） 

 

丹波並木道中央公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ 

（丹波篠山市） 

Ⅲ 新たな需要開拓による県産木材の利用促進（川下・川中での取組） 

素材生産量の増加に加え、付加価値の向上

等により、林業・木材産業産出額の増加をめ

ざします。 

● 林業・木材産業産出額の推移と展望 

（資料：農林水産ビジョン 2030） 

・林業・木材産業産出額 

588 億円（2018 年度）→602 億円（2025 年度）

→634 億円（2030 年度） 
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【令和３年度の取組状況】 
令和３年度に建築・改修した県・市町 85 施設のうち、18 施設が木造化され、41 施

設が木質化された。 
    ＜主な木造・木質化施設＞ 
    県 ：丹波並木道中央公園サイクリングステーション（丹波篠山市） 

県立人と自然の博物館（三田市） 
市町：垂水体育館（神戸市）、たつの市役所本庁舎（たつの市） 

     
(ｲ) 民間施設の木造・木質化 

民間施設の木造・木質化を推進するため、設計者や建設会社等を対象とした川上

から川下までの木材の流れを理解するための見学ツアーの開催に加え、都市部にお

ける中高層建築物の木造・木質化の事例紹介、防耐火等に関する法規制、一般に流

通している県産木材を使用した建築物の設計等に係る研修会を開催している。 

また、商店街の共用スペース等の不特定の人が利用し、ひと目につく施設や、診

療所等の木の良さが活かせる施設についても木造・木質化を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 住宅分野での県産木材利用促進             

木の良さが伝わる県産木造住宅を意欲的に建築する工務 

店を「ひょうご木の匠」として登録・県民に発信するとと 

もに、県産木材を梁や床などに使用して見せる住宅を設計 

する県内工務店に対し支援している。 

（令和３年度：支援件数137件） 

 

 

【県産一般流通材を用いて大空間を確保した木造建築物（事務所）が完成】 

(株)吉住工務店（総合建設業）の新社屋が、一般流通 

材を用いたトラス架構によって建設された。 

（令和３年 12 月竣工） 

＜建物概要＞ 

場所：丹波市春日町 

構造・規模：在来工法（２階建て）、延床面積 768 ㎡ 

特徴：特注になる特殊大断面部材を用いず、一般に流通している小さな断面 

の材を用いたトラス架構によって、柱のない大きな空間を構成 

 吉住工務店新社屋（丹波市） 

「ひょうご木の匠」登録工務店が 

設計建築した住宅（神戸市) 
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 (3) 燃料用材の利用促進 
木質バイオマス発電所が、建築用に向かない間伐材等を燃料用として活用することで、

木材価格全体の下支えとなるとともに、令和 3年春先からのアメリカ等の木材需要増に

端を発するウッドショックの影響により製材品価格の高騰を受け製材用丸太の需要増

に伴い国産材需要が高まっていることから、燃料用材の一層の安定供給に向けた取組を

推進する。 

ア 木質バイオマスの発電利用 
FIT 制度を活用した大規模な木質バイオマス発電所は、 

赤穂市、朝来市、丹波市の３市で５基が稼働しており、 
今後の稼働に向け、複数事業者が準備を進めている。 
なお、朝来市の発電所においては、「兵庫モデル」と 

して、地域の未利用材を専焼し、県内林業の再生等を目 
的に官民協働で進めてきたが、燃料用材の調達が困難に 
なったことから、令和４年 12 月 24 日付けで停止するこ 
ととなった。 

 

うち県産
未利用材

未利用材 一般木質 PKS※等 建設廃材

兵庫パルプ工業(株)
丹波市
 山南町

18,900kW H16.10 約14.8万t 約1.0万t ○ ○ － ○

(株)日本海水
赤穂市
 加里屋

16,500kW H27.4 約15.0万t 約5.8万t ○ ○ ○ ○

(株)関電ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ
朝来市
 生野町

5,600kW H28.12 約6.3万t 約6.3万t ○ － － －

ﾊﾟﾙﾃｯｸｴﾅｼﾞｰ(株)
[兵庫パルプ工業(株)]

丹波市
 山南町

22,100kW H29.12 約24.6万t 約5.5万t ○ ○ ○ ○

(株)日本海水
赤穂市
 加里屋

30,000kW R3.1 約23.1万t 約1.6万t ○ ○ ○ ○

約83.8万t 約20.2万t

燃料種類

計

燃料必要量（年）

運転開始発電事業者 設置場所 発電規模

 

イ  燃料用材の安定供給 
県内の木質バイオマス発電所に燃料を供給する山             

崎木材市場などの林業経営体で構成された協議会に    

対し、燃料用材の供給計画の策定や価格高騰分につ 

いて支援を行うほか、燃料用材の仕分けや乾燥、ス 

トックに必要な山土場整備を推進している。 
また、根株や先端部など林地残材を効率的に搬出  

する普及モデルの作成を進めている。 

 

 

 

● 木質バイオマス発電用燃料供給量(県産木材) 
現状(R3) 目標(R7) 目標(R12) 

226 千㎥ 211 千㎥ 249 千㎥ 

 
 

（資料：林務課調べ） 

山土場における燃料用原木の 

集積状況（多可町) 

※パーム椰子からパーム油を製造する過程で発生する農作物残さ廃棄物。 

● 県内で稼働中の大規模木質バイオマス発電所 

木質バイオマス発電所（赤穂市） 
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(4) 県産木材利用の普及啓発 
ひょうご木材フェアや農林漁業祭等のイベントを通じて、ひょうご木製品マイスター※ 

との協働による県産木材を使用した身近な木製品を展示するなど、広く県民へ森林の公

益的機能や県産木材の利用意義、木材の利用事例等の情報発信に努めている。 

また、幼児の頃から、木製玩具や遊具に触れて、木の良さを感じ親しんでもらうため、

保育所・幼稚園へ木育アドバイザーを派遣するほか、木製玩具を貸与するなどの木育キ

ャラバンを実施している。 

 

 

【ひょうご木製品マイスターの活動】  
１ マイスターの木製品展示を通じて木材利用の普及啓発 

県主催の農林漁業祭、里山フェスタを始め、県内のイベントでマイスター 

木製品の展示やひょうごの木に関する展示を行っている。 

 

 

 

 

 

２ 県公式インスタグラムと事例集による普及啓発 

インスタグラム「hyogo_no_ki」を通じて、マイスターの木製品をはじめ 

「ひょうごの木」に関する情報を発信している。 

また、事例集「ぜんぶ、ひょうごの木」を作成・配布を行い、木の良さや 

利用の意義を県民に発信している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※県産木材を使った身近な木製品（家具、玩具、日用品等）の製造や販売を通じて、木の良さや木を使うこと 
の意義を県民に伝える活動をする事業者（R4.11 末現在：44 者）。 

  ひょうご木材フェア（元町）      農林漁業祭（明石市）     一脚展(竹中大工道具館)  

 

ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ｢hyogo_no_ki｣           事例集「ぜんぶ、ひょうごの木」 
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２ 県産木材の流通加工体制の整備（川中での取組） 

(1) 現状と課題 
県内の製材工場数は、小規模工場を中心に減少が続いており、国産材を取り扱う工

場数は、平成 22 年の 118 から令和３年には 71 となり約４割減少した。 

県産木材を持続的かつ安定的に供給していくためには、市場のニーズに応じた流通

加工体制の強化が必要である。 
 

 

(2) 木材の安定供給体制の確立 

市場から求められる品質に応じた県産木材の効率的かつ安定的な供給とともに、付

加価値の高い県産木材製品の供給を推進する。 

ア (協)兵庫木材センターによる流通加工体制の強化 
品質、価格、供給力で競争力を備えた県産木材製品の

供給体制の構築を図るため、県の働きかけに応じ、平成

22 年に(協)兵庫木材センター（宍粟市）が稼働を開始

した。 
同センターは、柱や間柱の JAS※製材品に加え、大径

材を加工した付加価値の高い板製品等を供給する近畿 

最大の製材工場（原木取扱量（令和３年度：33 万 9 千㎥））であり、稼働４年目の

平成 25 年度以降、９年連続で単年度黒字を計上し、堅調な経営を行っている。 
 

 
イ 中小規模製材工場による流通加工体制の強化 

JAS 取得や乾燥機導入などによる品質管理の高度化を 

図り、多品目少量生産による多様なニーズに応じた、木 

造住宅部材や内装材等の供給体制の確立を図っている。 
このため、製材工場等に対し、補助事業等を活用した 

製材機や乾燥機等の導入に加え、融資制度による低利な 

運転資金の支援を行っている。 

 

 

区 分 S55 年 H7 年 H12 年 H17 年 H22 年 H29 年 H30 年 R1 年 R2 年 R3 年 
製材工場数   ① ５５６ ３３４ ２７５ ２０７ １４６ １０７ １０２ ９４ ８０ ８０ 

うち国産材の消費工場 ② ４２２ ２２９ １７９ １６７ １１８ ９０ ９６ ８８ ７０ ７１ 
比率（％）②／① ７６ ６９ ６５ ８１ ８１ ８４ ９４ ９４ ８８ ８９ 

● 県内製材工場数 

（資料：木材統計 農林水産省調べ） 

兵庫木材センター乾燥機 

(宍粟市) 
 

● 県内製材工場の製品出荷量(外材除く) 
現状(R3) 中間(R7) 目標(R12) 

47 千㎥ 65 千㎥ 92 千㎥ 
 

※Japanese Agricultural Standard（日本農林規格）の略称で、農林物資の規格化等に関する法律に基づ 
 く（略称：JAS 法）、農・林・水・畜産物およびその加工品の品質保証の規格。 

大径材の加工が可能な製材機 

(宍粟市) 
 
















































